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第 168回臨時国会 環境委員会 
温泉法一部改正法案 

 
○轟木利治君 民主党・新緑風会・日本の轟木利治でございます。よろしくお願いいたしま
す。 
 私は、今回の参議院選で初当選させていただきました。したがいまして、本日の質問も

初めてでございます。鴨下大臣を始め、本日御出席の皆様方の御指導をよろしくお願いい

たします。 
 それでは、温泉法の一部を改正する法律案に関しまして質疑をさせていただきます。 
 今回の法律改正の直接の要因となりましたのは、三名もの尊い命が失われた本年六月に

起きました渋谷の爆発事故であったと認識しておりますが、平成二年以降、温泉に付随す

る可燃性天然ガスによる爆発火災事故は今回を除きましても十四件も発生し、また、その

中には命を落とされた方もいらっしゃるとのことでございます。したがいまして、渋谷の

事故について考えてみますと、過去に例がなく防ぐ手だてがなかったのであればともかく、

この十四件に上る過去の事例に基づいた対策を重ねていれば、そして政府がその役割を発

揮していれば、今回のような惨事は防ぎ得たのではないかと、そのような思いがしてなり

ません。 
 以上の点を踏まえて、政府は過去の事故をどう判断し、これまで対策を講じてきたのか、

そして今回の改正の目的、意義、背景についてどうお考えになっているのか、見解をお聞

かせ願いたいと思います。 
○政府参考人（櫻井康好君） 御指摘のように、過去の事故というのは、今回把握して、こ
の渋谷の事故を含めまして十五件ということでございますが、平成十七年の二月の東京都

北区での事故を受けまして、温泉掘削工事中の天然ガス対策につきましては都道府県に注

意喚起をしてきたところでございます。しかし、一方、温泉の採取中の可燃性の天然ガス

対策、これは、そういった可燃性の天然ガスが発生するようなところでは、当然、事業者

自らの責任で必要な安全対策を行っているというふうに考えているところもございまして、

特段の対応をしてこなかったわけでございますが、一方、そういったことが課題としてあ

るという認識は持っていたところでございます。 
 今回、その重大な事故を受けまして法改正を提案させていただいているわけでございま

すが、今回の改正案では、この渋谷区の爆発事故の教訓を踏まえまして、法の目的に可燃

性天然ガスによる災害の防止を加えるということとともに、新たに温泉の採取を許可制と

して安全対策を義務付けるということで、あのような悲惨な事故が繰り返されないように

するというものでございます。 
○轟木利治君 私は、安全対策というものは二本の柱から成り立つものであると考えており



ます。一つの柱は、設備等の改善、設置、要はハード面の対策であります。もう一つの柱

は、設備を使用する人、監視する人たちに対する教育訓練の対策、要はソフト面の対策で

あります。この二つの柱をともに対策として充実させることが重要であります。ハード面

のみの対策では安全の向上に機能いたしません。これまでの事故例を見ましても、ライタ

ーやたばこ等の人的原因による事故が六件も起きております。このことからも、いかにそ

こに働く人たち、かかわる人たちに対する人的対策、ソフト面での対策が大切であるかを

理解していただけるかと思います。 
 そして、今挙げました事故例は、人的安全対策として知識の教育、研修、訓練等が行わ

れていれば防ぐことができたのではないかと思います。 
 なぜこのようなことを申し上げるかと申しますと、私はこれまで二十五年間、製造業、

物づくりの企業で働いてまいりました。それも実際に物をつくる現場、工場で勤務してま

いりました。そこで最も教育訓練されたことは安全に対する取組でありまして、一つの事

例を挙げますと、私たちの勤務中のあいさつは二十四時間すべて御安全にでございます。

人と擦れ違うときも、会議を行うときも御安全にでございます。これは安全に対する意識

の向上策であり、このあいさつを繰り返すことによって、頭ではなく体に覚え込ませる訓

練なのであります。 
 そして、安全対策として最も大切なのがトップの姿勢でございます。トップ自らが安全

が第一であり、生産よりも安全が優先だと宣言することであります。具体的には、危険予

知をしたときやトラブルが発生したときに設備やラインを止めることを周知徹底させるこ

とです。現場の第一線で働いている人たちは生産性、コスト意識が非常に高いために、設

備やラインを止めることに強い抵抗感がございます。それでも止めることを優先させ、周

知させることが大切であり、トップ自らが奨励することが大切であります。 
 このような思いから今回の法改正を見ますと、ハード面に関しましては対策は足りてい

ると思いますが、ソフト面に関しては弱いというのが私の実感でございます。今回の法改

正に至るまでのプロセスとして、安全対策検討会が設置され、中間報告がまとめられてお

ります。私は、この報告内容については、現場の状況をよく把握されており、ソフト面で

の提言もされていることから評価したいと思っております。しかし、これが七月二十四日

に出された暫定対策になりますと、ソフト面での対策が中間報告の提言よりもトーンダウ

ンしているように見受けられます。今後、この暫定対策の内容が省令として発令されるの

であれば幾つかの疑問点がございますので、質問させていただきます。 
 まず、一点目でございますが、その暫定対策の中に安全担当者を指名することとありま

すが、この安全担当者の定義、権限、責任はどのようなものでしょうか。また、労働安全

衛生法における安全管理者、安全衛生推進者との関係についてはどのようなものかについ

てお伺いいたします。 
○政府参考人（櫻井康好君） 暫定対策におきます安全担当者につきましては、温泉施設で
常時勤務する者から指名をするということ、それから、くみ上げ停止等を行う権限を付与



すべきことを定めているところでございます。これは、温泉のくみ上げについてだれがど

のような権限と責任を有するかは事業の形態ごとに様々であるのではないかということ、

それから事業の規模も様々でございます。そういったことから、安全担当者の権限とか責

任を一律に定めるということはせずに、実態に応じて適切な者を指名するということとし

たものでございます。 
 この安全担当者は、労働安全衛生法により選任されます安全管理者あるいは安全管理推

進者と同一である場合も、あるいは別人である場合もあるかとは思いますが、いずれにし

ても両者が連携して温泉くみ上げに関する安全対策を担当するということになろうかと考

えております。 
○轟木利治君 一つまた関連して発言させていただきたいと思いますが、今その安全衛生推
進者とも連携してというお話でございましたけれども、労働安全衛生法における安全衛生

推進者の定義といいますか、決める業種の中には、温泉の中に旅館業は入りますけれども、

今回のスパみたいな業種は保健衛生業として対象にはなっておりません。こういったとこ

ろも矛盾もございますので、今後こういったところも是非調整をしていただきたいと思っ

ております。 
 次に入ります。 
 安全担当者には、可燃性ガスに対する安全確保の緊急の必要性がある場合に温泉くみ上

げの設備の運転停止等を行う権限を付与することとするとありますけれども、この文面を

逆説的にとらえますと、安全担当者以外は運転を停止することができないとも読み取れま

す。運転を停止させることができる者は、その設備に配置されている者、若しくは従業員

全員に対して奨励することとした方が万全かと思いますが、御意見をお伺いいたします。 
○政府参考人（櫻井康好君） 温泉のくみ上げ停止ということでございますけれども、温泉
施設において温泉のくみ上げを止めるということは、その施設にとっては重大な判断であ

ろうかと思います。現場の担当者が通常は経営者の了解なく行うということは現実的では

ないという場合もあると考えられたところでございますので、そうはいっても緊急時の安

全確保には現場担当者の即応というのがもちろん重要になるということから、そういった

経営者の判断を求めることなく現場の担当者がくみ上げを停止できるということが必要と

考えて、今回のような安全担当者にくみ上げの停止ということを、権限を付与するという

ことを求めたものでございます。 
 そういった考え方で表現をしたものでございますが、一方、御指摘のように、特定の者

以外はくみ上げを停止できないと、そういった誤解のないように運用上はやってまいりた

いというふうに思っております。 
○轟木利治君 是非よろしくお願いいたします。 
 じゃ、次に行きます。 
 各要請事項ごとの技術的基準で、「管理者から助言を求められた場合には、」とございま

して、より専門的な助言を得たい場合には、労働災害防止関係団体、可燃性天然ガスに関



する専門知識を有する団体等、括弧で、追って、これらの団体等のリストを提示すると、

そして、紹介していただきたいという文面がございますが、これは少し他人任せといいま

すか、消極的であると思います。 
 温泉業を営まれる方の中には零細企業の方もいらっしゃると思います。そういったこと

にも配慮すると、環境省自らが研修会等の開催を呼び掛けるなどの姿勢を見せるべきでは

ないかと思いますが、この点についてのお考えをお伺いいたします。 
○政府参考人（櫻井康好君） 可燃性天然ガスによる災害の防止のためには、事業者自らが
その安全対策を確実に実施できるように可燃性天然ガスの特性とか危険性について理解を

深める、あるいは日常の点検方法や安全対策の技術的内容について習得するということが

重要であろうかと思います。 
 このため、環境省といたしましても、事業者が適切な研修の機会を得られるように、地

方公共団体や温泉事業者団体とも協力をしながら、安全、安心への取組ということを推進

してまいりたいというふうに考えております。 
○轟木利治君 じゃ、次に行かせていただきます。 
 温泉法改正案の本文から質問させていただきます。 
 まず、改正案第三十四条の報告の徴収の中で、土地の掘削者や温泉採取者、そして温泉

利用施設管理者に対して報告を求めることができるとありますが、可燃性天然ガスが検出

された四百九十件の源泉からは定期的に報告を受けるようにしてはどうかと思いますが、

この点についてお考えをお伺いします。 
○政府参考人（櫻井康好君） 報告徴収に関して定期的な報告を受けるようにしてはどうか
ということでございますが、どの程度の頻度でどういう内容の報告を求めるべきかにつき

ましては、温泉源、あるいは温泉施設の実態、あるいは報告を求める行政側の人的な体制

などによっても異なるものではないかと思っております。したがいまして、全国一律に定

めるということではなく、地域の実情を把握している都道府県ごとの判断にゆだねること

としているところでございます。 
 この法律の施行に当たりましては、都道府県に対しまして、御指摘のような定期的に報

告を徴収するということも含めて、安全を確保するために必要な報告を徴収を行うように

促してまいりたいというふうに考えております。 
○轟木利治君 是非、よろしくお願いしたいと思います。 
 各都道府県の暫定対策、省令見ていきますと、もう既にそういった報告を指示している

ところもございますので、そういった点も踏まえて是非お願いしたいと思います。 
 それから、次に入ります。 
 改正案第三十五条の立入検査で、「関係者に質問させることができる。」とございますけ

れども、この関係者と安全担当者との関係についてお聞きします。 
 仮に、安全担当者が関係者の一部に含まれているのであれば、この条文のどの項目の部

分について安全担当者として担当することになるのかについてお聞かせ願いたいと思いま



す。 
○政府参考人（櫻井康好君） 改正法三十五条の立入検査の規定による質問でございますけ
れども、この質問は、温泉の掘削、採取、利用にかかわるすべての者に対しまして、掘削

や採取の実施の状況、天然ガスの発生状況など、法の施行のために把握する必要があるあ

らゆる事項について行うことが可能であるというふうに考えております。 
 したがいまして、事業者内部で安全対策の担当者として定められた者に対してもあらゆ

る質問が行われ得るわけでございますが、これは事業者内部でどういう責任と権限を持た

せるかということにも係ってまいりますので、与えられた責任と権限に応じて現場で具体

的な安全対策の実施状況についての質問に対応していただくことが一般的な対応になるの

ではないかというふうに考えております。 
○轟木利治君 その事業者で自主的に判断して決めなさいということですが、実際、現場と
いうのはいろんな法律を多種多用しておりますので、ある程度の指針を、こういった項目

の、まあ厳密に決める必要はないと思いますけれども、そういうことをしてあげないと現

場が逆に混乱するという可能性もあるかと思いますので、是非またそういった御指導もよ

ろしくお願いしたいと思います。 
 それでは、次に入らしていただきます。 
 今回の改正案が適用される範囲についてお聞きしたいと思います。 
 昨今、温泉付きの個人住宅や分譲賃貸マンション等が多く販売されるようになっており

ますが、こうした物件で温泉を使用している場合は温泉法の適用対象となるのかについて

一点お聞きしたいのと、また、先日は足立区の分譲マンション等で国の基準値を大きく上

回るレジオネラ菌が検出されたとの報道もございました。こういったマンション等の設備

で今回のような爆発事故が発生した場合は、その責任の所在はどうなるのかについてお聞

きしたいと思います。 
○政府参考人（櫻井康好君） 可燃性天然ガスによる事故の危険というのは、ホテルや公衆
浴場など外部の利用者に提供するという場合でも、あるいは温泉マンションなど関係者の

みで利用する場合でも、その危険の可能性というのは変わりはございません。したがいま

して、個人で使う、あるいはマンションで使うというような温泉の採取につきましても、

今回の改正による安全対策の適用対象とすることとしているところでございます。 
 爆発事故に対する責任ということになりますと、温泉法による安全対策の実施を怠った

ことによる責任というのもありましょうし、あるいはそのマンションの構造的な欠陥に伴

う責任というようなこともあり得るかとは思います。そういったいろんな類型に応じてそ

れぞれ責任の性質、あるいは事故の原因に応じましてマンション管理組合あるいは管理会

社あるいは建築主等によってその責任を、それぞれが責任を負うということがあり得るか

とは思います。 
 今回の改正案によります安全対策につきましては、温泉を採取する者に責任があるとい

うこととしているわけでございまして、採取の許可をマンション管理組合が得ているとい



う場合にはマンション管理組合がその責任に該当するということになろうかと思います。 
○轟木利治君 今の御回答いただきましたけれども、やっぱりどうも一般的に、私も個人的
に考えましても、マンション等でそういった事故が発生した場合、どうもトラブルになる

ような、責任問題のトラブルになるような気がしております。こういったところをもう一

度、今は事故がないからまだいいんでしょうけれども、これから発生する可能性というの

はあるわけでございまして、そういったものを含んでしっかり、責任の所在含めての、せ

っかく入居者は高いお金を払ってそのマンションに自分の財産を含めて買われたわけです

から、そこでそういった事故があり得るなんていうのは想定してない範囲だと思いますの

で、そういったところの御指導もよろしくお願いしたいと思います。 
 最後に、私から申し上げさせていただきます。 
 安全対策とは人命にかかわる重要な対策であります。そして、その対策は魂が入ったも

のでなければ機能いたしません。この法律案の起案者であり、またトップである大臣の姿

勢は極めて重要であります。是非、魂の入った対策法となることをお願いいたしまして、

私の質問を終わらしていただきます。よろしくお願いします。 
 


